
令
和
七
年
度
一
般
会
計
予
算
及
び
令
和
七
年
度
特
別
会
計
予
算
修
正
案 

趣
旨
説
明 

  

立
憲
民
主
党
政
調
会
長
の
重
徳
和
彦
で
す
。
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
、

令
和
七
年
度
一
般
会
計
予
算
及
び
令
和
七
年
度
特
別
会
計
予
算
に
対
す
る
修
正

案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
出
者
を
代
表
し
、
そ
の
提
案
の
趣
旨
及
び
概
要
を
ご
説

明
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

立
憲
民
主
党
は
、
物
価
高
に
苦
し
む
国
民
生
活
の
現
状
に
鑑
み
、
国
民
の
負

担
を
減
ら
し
、
収
入
を
増
や
す
、「
家
計
が
第
一
」
の
政
策
実
現
を
目
指
し
て
お

り
ま
す
。
併
せ
て
、
我
々
と
致
し
ま
し
て
は
、
政
権
を
担
い
得
る
責
任
政
党
と
し

て
、
必
要
と
な
る
財
源
を
確
保
し
、
政
策
の
実
行
に
ま
で
責
任
を
持
ち
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
た
め
、
我
々
は
、
党
内
に
総
勢
七
十
人
規
模
の
議
員
か
ら
な
る
「
本
気
の

歳
出
改
革
」
作
業
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
、
予
算
の
精
査
を
行
い
、
先
に
行
わ
れ
た

省
庁
別
審
査
に
お
い
て
、
そ
の
成
果
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
際
に
指
摘

を
し
た
多
数
の
「
ム
ダ
な
予
算
」
を
削
り
、「
生
活
応
援
」
の
た
め
の
予
算
に
振

り
替
え
て
い
く
。
こ
れ
が
我
々
の
修
正
案
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
本
修
正
案
の
概
要
を
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 



 
第
一
に
、
ガ
ソ
リ
ン
・
軽
油
に
係
る
い
わ
ゆ
る
暫
定
税
率
の
廃
止
、
学
校
給
食

の
無
償
化
、
高
校
無
償
化
の
拡
充
に
よ
り
、
国
民
の
負
担
を
減
ら
し
ま
す
。
な

お
、
い
わ
ゆ
る
暫
定
税
率
の
廃
止
に
よ
り
生
じ
る
地
方
自
治
体
の
減
収
等
に
つ

い
て
は
、
国
が
責
任
を
持
っ
て
補
填
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

第
二
に
、
介
護
・
障
害
福
祉
施
設
等
で
働
く
人
の
処
遇
改
善
、
訪
問
介
護
事
業

者
に
対
す
る
緊
急
支
援
、
保
育
士
・
幼
稚
園
教
員
等
の
処
遇
改
善
を
図
る
と
と

も
に
、
年
収
「
百
三
十
万
円
の
ガ
ケ
」
対
策
、
新
た
に
正
社
員
を
雇
用
し
た
中
小

企
業
の
社
会
保
険
料
負
担
軽
減
、
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
上
限
引
き
上
げ
の

凍
結
な
ど
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
国
民
の
収
入
を
増
や
し
ま
す
。 

 

第
三
に
、
こ
れ
ら
の
政
策
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
「
本
気
の
歳
出
改
革
」

の
成
果
と
し
て
示
し
た
「
ム
ダ
な
予
算
」
を
削
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
突
如
と

し
て
増
額
さ
れ
た
「
一
般
予
備
費
」
の
減
額
、「
積
み
過
ぎ
」
基
金
の
国
庫
返
納

な
ど
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
計
三
兆
七
千
九
百
三
十
五
億
円
の
財
源
を

確
保
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
新
規
の
赤
字
国
債
を
発

行
す
る
こ
と
な
く
、
財
政
規
律
を
維
持
し
な
が
ら
、
政
策
実
現
を
図
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。 



 

 

以
上
が
、
本
修
正
案
の
趣
旨
及
び
そ
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。 

  

「
家
計
が
第
一
」
の
政
策
と
、
財
源
確
保
策
を
セ
ッ
ト
で
示
し
た
責
任
あ
る
提

案
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
何
と
ぞ
、
委
員
各
位
の
御
賛
同
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 


